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流山都市計画用途地域による敷地面積の最低限度  

指定支援業務委託仕様書  

 

 

第１章  総  則  

 

（適用範囲）  

第１条  本仕様書は、流山市（以下｢委託者｣という。）が委託する「流

山都市計画用途地域による敷地面積の最低限度指定支援業務委託仕様

書」（以下「本業務」という。）に適用する。  

 

（目的）  

第２条  本業務は、流山都市計画用途地域による敷地面積の最低限度（以

下｢最低敷地面積｣という。）の指定について検討を行い、合意形成ま

での一連の手続き及び都市計画決定手続き支援を行うことを目的とす

る。  

 

（対象範囲）  

第３条  本業務の対象とする範囲は、流山市全域とする。（別図１参照） 

 

（準拠する法令等）  

第４条  本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の各法令、

規定等に基づいて行うものとする。  

（１）都市計画法  

（２）都市計画運用指針  

（３）流山市用途地域指定基準  

（４）流山市都市計画マスタープラン  

（５）流山都市計画  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針  

（６）官民データ活用推進基本法  

（７）個人情報の保護に関する法律  

（８）流山市諸条件、規則等  

（９）その他関係法令等  
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（履行期間）  

第５条  契約締結日の翌日から令和１１年３月３０日までとする。  

 

（受託者の義務）  

第６条  受託者は、契約の履行にあたり、委託者の意図及び目的を十分

理解したうえで、経験のある最上級の主任技術者を定め、かつ、適切

な人員を配置して最高技術を発揮するよう努めるとともに、正確丁寧

にこれを行わなければならない。  

 

（管理技術者）  

第７条  受託者が選任する管理技術者は以下の要件を満たすものとする。 

（１）管理技術者  

技術士（建設部門（都市及び地方計画）又は総合技術監理部門（都

市及び地方計画））を有すること。  

 

（業務の指示及び監督）  

第８条  受託者は、本業務を実施するにあたり、当該契約に基づき委託

者が定める監督員と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受け

なければならない。  

 

（資料の貸与及び保管）  

第９条  本業務に必要な資料で委託者が保有するものについては、これ

を受託者に貸与し、それ以外の資料については、受託者において収集

するものとする。  

２  受託者は、本業務にあたって委託者から貸与された資料については、

万全の注意を払い管理しなければならない。また、本業務完了後は速

やかに委託者に返却しなければならない。  

 

（品質保持及び情報保護）  

第１０条  受託者は、本業務の品質管理及び品質保証、情報保護の取り

組みを実施するため、ISO9001(品質マネジメントシステム )及びプライ

バシーマークの認証を取得しているものとする。  
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（秘密の保持）  

第１１条  受託者は、本業務履行により知り得た事項を第三者にもらし

てはならない。  

 

（成果品に対する責任）  

第１２条  受託者は、本業務完了後といえども、受託者の過失等に起因

する不良箇所が発見された場合は、速やかに成果品の訂正、補足、報

告その他の処理をしなければならない。これに要する経費は、受託者

の負担とする。  

 

（成果品の管理及び帰属）  

第１３条  成果品の管理及び帰属はすべて委託者によるものとする。受

託者が成果品を公表することについては、一切これを認めない。  

 

（作業計画書の提出）  

第１４条  受託者は、本業務の実施に先立ち、作業計画書を契約締結日

の翌日から１０日以内に委託者に提出しなければならない。  

 

（作業報告）  

第１５条  受託者は、委託者の指示により作業の途中経過をその都度報

告するとともに、その指示に従わなくてはならない。  

 

（疑義事項）  

第１６条  受託者は、本業務の実施上必要と認められるもので、本仕様

書の 解釈 に 疑義 が 生じ た事 項 及び 仕 様書 に明 記 して い ない 事項 に つ

いては、委託者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。 

 

（納入及び検査）  

第１７条  成果品は流山市都市計画課に納入するものとする。また、全

工程終了後に完了検査を受けるものとする。  
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（完了）  

第１８条  受託者は、委託業務完了届、成果品納品書とともに成果品を

提出し完了検査を受けるものとし、修正の指示があった場合は速やか

に修正を行い再検査の合格を持って完了とする。  

 

第２章  業務概要  

 

（業務概要）  

第１９条  本業務の業務概要は、次のとおりとする。  

【令和８年度】  

（１）素案作成のための現況整理  

（２）市民意向調査  

（３）既存不適格状況の把握と既存不適格に対する措置の検討  

（４）除外の規定に対する措置の検討  

（５）素案の作成  

（６）庁内調整の支援  

（７）中間報告書のとりまとめ  

 

【令和９年度】  

（１）素案の市民等説明会及び関係団体説明会の支援  

（２）パブリックコメント手続の支援  

（３）原案の作成  

（４）中間報告書のとりまとめ  

 

【令和１０年度】  

（１）関係機関協議資料の作成  

（２）案の概要縦覧・公聴会の支援  

（３）案の公告・縦覧の支援  

（４）都市計画審議会・決定告示の支援  

（５）制度の周知に関する資料の作成  

（６）最終報告書のとりまとめ  
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第３章  作業要領  

 

（作業内容）  

第２０条  本業務の作業要領は、次のとおりとする。  

【令和８年度】  

（１）素案作成のための現況整理  

最低敷地面積指定による影響を把握するため、地番図データ、都市

計画基礎調査、建築計画概要書及び航空写真等を活用し、現況の敷地

面積、容積率、建蔽率及び建物用途を調査する。調査の方法及び調査

結果のとりまとめ方法については、委託者と受託者で協議のうえ決定

するものとする。  

なお、地番図のデータの基準日は、令和８年１月１日とし、都市計

画基礎調査の基準日は令和３年調査時点とし、令和８年度調査完了次

第、変更がある箇所の内容を反映するものとする。  

（２）市民意向調査  

最低敷地面積の導入について市民意向を把握するため、以下の条件

で市民アンケート調査を実施する。なお、アンケートの設問内容につ

いては、最低敷地面積の導入に特化したアンケート設計を委託者と受

託者とで協議のうえ行うものとする。  

・配布数： 3,000 通（郵送による配布、回収は郵送と WEB 併用）  

回収したアンケート票については、入力・分析を行い、結果を報告

書としてとりまとめるものとする。  

なお、アンケート調査対象者は委託者が選定する。  

（３）既存不適格状況の把握と既存不適格に対する措置の検討  

最低敷地面積を指定した場合の既存不適格状況を整理し、既存不適

格に対する指定後の措置について検討する。  

（４）除外の規定に対する措置の検討  

最低敷地面積の適用から除外を検討すべき事例を提示し、除外の必

要性を整理した後に、都市計画として定める適用除外の規定を検討す

る。  

（５）素案の作成  

  前項までの検討を踏まえ、素案を作成する。  

なお、素案の検討に必要な資料の作成は委託者の指示によるものと
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する。  

（６）庁内調整の支援  

  庁内調整に必要な資料を作成する。  

（７）中間報告書のとりまとめ  

令和８年度の検討結果を中間報告書として取りまとめる。  

また、アンケート調査の結果については、別途「アンケート調査報

告書」としてとりまとめるものとする。  

 

【令和９年度】  

（１）素案の市民等説明会及び関係団体説明会の支援  

前条で設定した最低敷地面積指定の素案について、市民説明会等を

実施し、広く市民の意見募集を実施する。  

受託者は市民説明会資料素案を作成するとともに、市民説明会に参

加し、運営支援を行うものとする。市民説明会は市内４箇所・各２回

の実施を基本とする。  

また、関係団体を対象とした説明会を３回程度実施するものとする。 

なお、これらの説明会の議事録を作成する。  

（２）パブリックコメント手続の支援  

最低敷地面積指定の素案について、パブリックコメントを実施する。

受託者は、パブリックコメント資料を作成するものとする。  

パブリックコメント実施後、提出された意見の集約及び対応方針の

資料を作成する。  

なお、パブリックコメント手続は、流山市市民参加条例に基づくも

のとする。  

（３）原案の作成  

  説明会及びパブリックコメント等を踏まえて原案を作成する。  

（４）中間報告書のとりまとめ  

令和９年度の検討結果を中間報告書として取りまとめる。  

 

【令和１０年度】  

（１）関係機関協議資料の作成  

  関係機関協議（千葉県との事前協議を含む）資料を作成する。  

（２）案の概要縦覧・公聴会の支援  
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案の概要縦覧・公聴会の支援を行うものとする。支援の項目は次の

とおりとする。  

①  案の概要の縦覧図書作成  

②  公聴会資料作成及び議事録の作成  

（３）案の公告・縦覧の支援  

案の公告・縦覧の支援を行うものとする。支援の項目は次のとおり

とする。  

①  案の縦覧図書の作成  

②  意見書関連資料の作成  

（４）都市計画審議会・決定告示の支援  

流山市都市計画審議会関連資料の作成、及び議事録の作成を行う。  

（５）制度の周知に関する資料の作成  

  制度の周知に関する資料を作成し、配布する。  

また、制度内容や適用除外についての取扱いを記した手引きを作成

する。  

（６）最終報告書のとりまとめ  

令和８年以降の本業務における検討の結果や市民説明会の概要、素

案の検討の概要を整理し、「最終報告書」としてとりまとめるものとす

る。  

 

 

第４章  成果品  

 

（成果品）  

第２１条  本業務における成果品は下記のとおりとする。  

（１）令和８年度  

①  素案検討報告書                一式  

②  既存不適格対応検討報告書          一式  

③  除外規定検討報告書             一式  

④  アンケート調査報告書            一式  

⑤  令和８年度中間報告書            一式  

（２）令和９年度  

①  庁内調整資料                一式  
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②  市民説明会資料               一式  

③  パブリックコメント用資料          一式  

④  令和９年度中間報告書            一式  

（３）令和１０年度  

①  関係機関協議資料              一式  

②  案の概要縦覧図書              一式  

③  公聴会資料                 一式  

④  案縦覧図書                 一式  

⑤  意見書概要及び対応方針           一式  

⑥  都市計画審議会資料             一式  

⑦  都市計画決定図書              一式  

⑧  制度周知資料           指定範囲全戸分  

⑨  制度手引き              １ ,０００部  

⑩  最終報告書                 一式  

 

第５章  その他  

 

（見積金額）  

第２２条  見積金額は本業務の総額（税抜き）を記載すること。  

 

（委託料の支払い）  

第２３条  委託料の支払いについては、年度ごとに支払うものとする。  

 

（連絡先）  

 まちづくり推進部都市計画課都市計画係  

 ＴＥＬ：０４－７１５０－６０８７  

 ＦＡＸ：０４－７１５８－９７７７  

 Ｅ－Ｍａｉｌ： toshikei@city.nagareyama.chiba.jp 
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別図１  

縮尺： Free  

凡例  

…本業務の対  

象とする範囲  


